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衆
議
院
議
員
階
猛
君
提
出
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お
け
る
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
三
百
三
十
三
地
区
の
う
ち
、
移
転
促
進
区
域
（
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特

別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
集
団
移
転
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
移
転
促
進
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
あ
る
住
居
の
移
転
先
の
住
宅
団
地
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
住
宅
団
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
入
居
予
定
の
住
居
戸
数
が
十
戸
未
満
の
地
区
数
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月

末
時
点
で
九
十
五
で
あ
る
。

二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

移
転
先
の
居
住
人
数
の
維
持
及
び
確
保
に
つ
い
て
は
、
「
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
に
よ
り
造
成
し
た
住
宅
団
地
に
お
い

て
や
む
を
得
ず
生
じ
た
空
き
区
画
の
処
分
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
付
け
国
土
交
通
省
都
市
局
都
市
安

全
課
長
事
務
連
絡
）
に
よ
り
、
集
団
移
転
促
進
事
業
（
集
団
移
転
促
進
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
造
成
し
た
住
宅
団
地
に
お
い
て
や
む
を
得
ず
生
じ
た
空
き
区
画
の
活
用
が
被
災
地
の
復
興

一



に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
移
転
者
（
集
団
移
転
促
進
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
移
転

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
へ
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
関
係
地
方
公
共
団
体
に
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お
け
る
住
宅
建
設
の
支
援
策
と
し
て
、
集
団
移
転
促
進
事
業
に
よ
る
住
宅
の
建

設
若
し
く
は
購
入
又
は
住
宅
用
地
の
購
入
を
目
的
と
し
て
借
り
入
れ
た
資
金
の
利
子
相
当
額
の
補
助
を
実
施
し
て
い
る
ほ

か
、
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
の
被
災
三
県
に
お
け
る
資
材
及
び
人
材
の
不
足
に
対
応
す
る
た
め
、
住
宅
再
建
を
行
う

者
へ
の
工
務
店
紹
介
な
ど
を
行
う
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
対
し
て
復
興
交
付
金
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
復
興
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る

支
援
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
居
住
者
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
の
支
援
策
と
し
て
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
集
団
移
転
促
進
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
移
転
者
の
住
居
の
移
転
に
関
連
し
て
必
要
と
認
め
ら

れ
る
医
療
施
設
、
官
公
庁
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
、
居
住
者
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
も
の
の

用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
及
び
造
成
に
対
し
て
復
興
交
付
金
に
よ
る
支
援
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



さ
ら
に
、
移
転
者
の
生
活
確
保
の
た
め
の
支
援
策
と
し
て
、
集
団
移
転
促
進
法
第
七
条
第
五
号
に
規
定
す
る
移
転
者
の
住

居
の
移
転
に
関
連
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
農
林
水
産
業
に
係
る
生
産
基
盤
の
整
備
及
び
そ
の
近
代
化
の
た
め
の
施
設
の
整

備
に
対
す
る
復
興
交
付
金
に
よ
る
支
援
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
一
定
期
間
実
施
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
の
運
行
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必
要
な
施
設
の
整
備
等
に
対
し
て
復
興
交
付
金
に
よ
る
支
援
を
実
施
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
支
援
を
引
き
続
き
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
地
区
数
に
つ
い
て
は
、
移
転
者
の
年
齢
を
移
転
先
の
住
宅
団
地
へ
の
入
居
に
当
た
っ
て
の
要
件
と
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
把
握
し
て
い
な
い
。

三


